
令和２年度６月第１６回総会

第１６回定期総会議事録

議長 　定刻になりましたので、ただいまより令和２年度６月第１６回総会を開会いたします。

　開会時間は午後１時３２分です。

　なお、本日の会議において、農業委員会等に関する法律第２９条により、農地利用最適化推進

委員の出席を求めています。本日は欠席者はおりません。出席農業委員は１４名中１４名で、定

員数に達しておりますので総会は成立しております。出席を求めた農地利用最適化推進委員の出

席人数は９名です。

　お願い事項として、質疑等は挙手の後、許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗ってから

行うようお願いいたします。次に、携帯電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話しないこ

とをお願いいたします。

　つづきまして日程１、議事録署名委員の指名ですが、席順により、議席番号５番「小林堯」委

員、６番「田端龍一」委員にお願いいたします。

　それでは、日程に従い議事に入ります。

　日程２、議案第１号「農業振興地域整備計画の変更について」、を上程いたします。申請番号

１番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第１号農業振興整備計画の変更について「小川町長から、小川町農業振興地域整備計画

（農用地利用計画）の変更に伴う意見を求められたので、意見の決定を諮る」とのことでありま

す。

「農地関連法制度により指定されている「農業振興地域内農用地区域」においては、農地転用

が制限されているため、農地転用をする場合には、まずは農用地区域からの除外の手続きが必要

となります。

農業振興地域の整備に関する法律、施行規則第３条の２第２項の規定により、市町村は、農業

振興地域整備計画の変更しようとするときは、農業委員会の意見を聴くものとするとあります。

この度、町より、２件の除外案件について、当委員会に意見が求められていますので、ご審議

のほど、よろしくおねがいします。

　それでは申請番号１番について、議案書の朗読をもって説明いたします。

（申請番号１番について説明）

除外後の農地区分については、公共投資の対象にならない小集団の生産性の低い農地「第２種

農地」に当たると判断されます。

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、内容説明とさせていただきます。

　よろしくお願いいたします。

議長 　ありがとうございました。それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願い

します。

７番田中委員 　７番田中が報告します。６月１９日、農業委員４名、推進委員２名、計６名で調査をいたしま

した。現地は作付けされていませんが、耕耘されており、しっかり管理されておりました。境界

杭もあり、特に問題なしと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。農業委員のみなさんの質問、意見を伺

います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。
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（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１番について、承認に賛成の方の挙

手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１番については可決、承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして申請番号２番についての説明にはいります。関係委員がおりますので安藤委員の

退席を求めます。

（安藤委員、退席）

議長 　それでは、申請番号２番について事務局より説明をお願いします。

事務局 　つづきまして、申請番号２番について、議案書の朗読をもって説明いたします。

（申請番号２番について説明）

　本案件につきまして始末書が添付されておりますので読み上げます。

（始末書読み上げ）

　申請地の状況につきましては現地調査担当区の委員の報告によりご審議をお願いいたします。

除外後の農地区分については、公共投資の対象にならない小集団の生産性の低い農地「第２種

農地」に当たると判断されます。

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、内容説明とさせていただきます。

　よろしくお願いいたします。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

１２番大澤委員 　１２番大澤が報告します。６月１９日８時から、農業委員４名、推進委員２名、計６名で調査

をいたしました。現地は一部果樹が植わっており、下草は良く刈られておりました。またその他

の土地についても草刈がしてあり、一部高低差が２ｍ程度あり、擁壁の必要性を感じました。申

請地の中にはＵ字構があり、所有者に確認したところ畑が湿気るのでそのようになっているとの

ことでした。以上調査した結果、農振地域とはいえ日当たりも悪く、有効活用の意味でもやむお

えないのではないかという結論に至りました。ご審議のほどよろしくお願いします。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。農業委員のみなさんの質問、意見を伺

います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

２番根岸委員 　はい。

議長 　はい。根岸委員

２番根岸委員 　２番根岸です。現場の傾斜度はどれくらいですか。
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議長 　担当地区委員いかがですか。

９番權田委員 　２パーセントくらいかと思います。高低差はありますが入り口が急になっていますが、他はそ

こまでではありません。奥のほうが傾斜はありますが、切土盛土をして均して使用するとのこと

です。

１２番大澤委員 　道幅は大型は入れないと思います。中型くらいまでかと思います。事務所に入るための道がク

ランクになっているため、傾斜を考えても今回の申請地入口から侵入すれば便利にはなるかと思

います。以上です。

議長 　根岸委員。いかがですか。

２番根岸委員 　わかりました。ありがとうございました。

議長 　ほかにございますか。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号２番について、承認に賛成の方の挙

手を求めます。

（挙手多数）

議長 　賛成多数ですので申請番号２番については可決、承認されました。ありがとうございました。

安藤委員の着席を命じます。

（安藤委員、着席）

議長 　つづきまして、日程３、議案第２号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承

認について」を上程いたします。

　審議の進め方について、先に委員の皆様にお諮りしたいと思います。再設定および新規共に、

地区毎に現地調査報告と質疑、採決をとる方法で議事を進めたいと思います。ただし、委員に関

係する案件については、その地区の頭で個別に審議し、残りを一括採決をとる方法で議事を進め

たいと提案します。よろしいでしょうか。

（異議なし）

議長 　承認が得られたということで、議案第２号につきましては地区ごと一括採決で進めさせていた

だきます。
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　それでは、これから審議に入ります。今回は再設定が１１５件、新規が３９件、計１５４件の

申請がありました。土地の所在地等の説明は特に必要な場合以外は省略しても差し支えないと致

します。

　はじめに、小川地区の再設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委員の案件

を審議いたします。申請番号２６番について審議します。関係委員である田嶋委員の退出を求め

ます。

（田嶋委員、退出）

議長 　それでは、田嶋委員の関係案件、申請番号２６番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号２６番の再設定について、説明いたします。

（申請番号２６番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、申請番号２６番についての説明とさせていただ

きます。

議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。

５番小林委員 　５番小林が報告いたします。６月２０日８時に農業委員４名、推進委員２名、計６名で現地調

査を行いました。

　２６番は水稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号２６番について、承認に賛成の方の

挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号２６番については可決、承認されました。田嶋委員の着席を命じま

す。

（田嶋委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号２８番について審議します。関係委員である原川委員の退出を求めま

す。

（原川委員、退出）
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議長 　それでは、原川委員の関係案件、申請番号２８番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号２８番の再設定について、説明いたします。

（申請番号２８番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、申請番号２８番についての説明とさせていただ

きます。

議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。

５番小林委員 　５番小林が報告いたします。

　２８番は水稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号２８番について、承認に賛成の方の

挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号２８番については可決、承認されました。原川委員の着席を命じま

す。

（原川委員、着席）

議長 　つづきまして、小川地区再設定、申請番号２６番を除く１番から２７番につきまして一括審議

を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号２６番を除く１番から２７番の再設定について、説明いたします。

（申請番号２６番を除く１番から２７番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、申請番号２６番を除く１番から２７番について

の説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。

５番小林委員 　５番小林が報告いたします。

　１番はねぎ、夏野菜が作付けされておりました。

　２番はねぎ、夏野菜が作付けされておりました。
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　３番は保全管理されておりました。以上です。

１０番安藤委員 　１０番安藤が報告いたします。

　４番から１４番はいずれも問題なく耕作されておりました。以上です。

６番田端委員 　６番田端が報告いたします。

　１５番は保全管理されておりました。

　１６番は耕作されています。

　１７番は耕作されています。

　１８番は水稲が作付けされていました。

　１９番はもろこしが作付けされていました。

　２０番は保全管理されておりました。

　２１番は保全管理されておりました。以上です。

５番小林委員 　５番小林が報告いたします。

　２２番は水稲が作付けされておりました。

　２３番は耕耘、作付け準備されています。

　２４番は大麦、大豆が作付けされています。

　２５番、２７番は水稲が作付けされていました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号、２６番を除く１番から２７番に

つきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので２６番を除く１番から２７番についてはすべて可決、承認されました。これ

により、小川地区の再設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして、大河地区の再設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委員の

案件を審議いたします。申請番号３０番～３２番、３５番、３７番～３９番の７件について審議

します。関係委員である横田委員の退出を求めます。

（横田委員、退出）

議長 　それでは、横田委員の関係案件、申請番号３０番～３２番、３５番、３７番～３９番の７件に

ついて、事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号３０番から横田さん関係の７件の再設定について、説明いたします。

（申請番号３０番～３２番、３５番、３７番～３９番について、議案書（申請番号、受人、渡

人）を朗読）

6 / 23 ページ



令和２年度６月第１６回総会

第１６回定期総会議事録

　最後に調査区は、大河地区になります。以上、７件についての説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員須澤委員 　推進委員須澤が報告いたします。現地調査は６月２２日８時半から農業委員３名、推進委員2

名、計５名で現地調査を行いました。

　３０番は耕作されておりました。

　３１番はキクイモ、ピーナツ、トウモロコシなど作付けされておりました。

　３２番は耕作されておりました。

　３５番はきゅうりが作付けされておりました。

　３７番はなすが作付けされておりました。

　３８番は梅が作付けされておりました。

　３９番はライ麦が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号３０番～３２番、３５番、３７番～

３９番の７件について、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号３０番～３２番、３５番、３７番～３９番の７件については可決、

承認されました。横田委員の着席を命じます。

（横田委員、着席）

議長 　つづきまして、大河地区再設定、委員関係案件７件を除く、２９番から５６番につきまして一

括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　委員関係案件７件を除く申請番号２９番から５６番の再設定について、説明いたします。

（委員関係案件７件を除く申請番号２９番から５６番について、議案書（申請番号、受人、渡

人）を朗読）

　最後に調査区は、大河地区になります。委員関係案件７件を除く申請番号２９番から５６番に

ついての説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員須澤委員 　推進委員須澤が報告いたします。

7 / 23 ページ



令和２年度６月第１６回総会

第１６回定期総会議事録

　２９番はミニトマト、ナス、キュウリが作付けされておりました。

　３３番はナス、じゃがいもが作付けされておりました。

　３４番は里芋、いんげんが作付けされておりました。

　３６番はクジャクソウが栽培されておりました。

　４０番はしそ、きゅうり、ねぎなどが作付けされておりました。

　４１番はクジャクソウが栽培されておりました。

　４２番はハナモモが栽培されておりました。

　４３番４４番は耕作されておりました。

　４５番は水稲が作付けされておりました。

　４６番は耕作されておりました。

　４７番から４９番は水稲が作付けされておりました。

　５０番から５２番は麦が作付けされておりました。

　５３番は水稲が作付けされておりました。

　５４番は麦が作付けされておりまし

　５５番５６番は水稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号、委員関係案件７件を除く、２９

番から５６番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、委員関係案件７件を除く２９番から５６番についてはすべて可決、承認さ

れました。これにより、大河地区の再設定はすべて可決承認されました。ありがとうございまし

た。

　つづきまして、竹沢地区の再設定の案件を審議いたします。竹沢地区再設定につきましては１

件で関係委員はおりません。申請番号５７番について事務局より説明をお願いいたします。

事務局 　申請番号５７番の再設定について、説明いたします。

（５７番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、竹沢地区になります。以上、５７番についての説明とさせていただきます。

議長 　それでは、申請番号５７番について、調査担当区の竹沢地区委員より現地調査報告をお願いし

ます。

推進委員櫻井委員 　推進委員櫻井が報告いたします。
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　５７番は鶏舎があり、にわとりが飼育されておりました。

　鶏舎については建築当時有識者の方に相談したところ、特に問題ないだろうということで建築

がされたようですが、どのように手続きがされているのかは私のほうではわかりかねますので事

務局がわかりましたら教えていただけたらと思います。以上です。

議長 　ありがとうございました。これについては事務局いかがですか。

事務局 　はい。先にお話がありましたので事務局側で事前に確認いたしましたが、届出等は確認できま

せんでした。本来農地に建物を建てるには転用の許可が必要になりますが、２００㎡未満の農業

用施設であれば市町村への届出ですむ例外があり、鶏舎はこれに該当します。既存の鶏舎につい

ては、早急に届出をしていただくように事務局で指導させていただきます。以上です。

議長 　ありがとうございました。

　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

９番權田委員 　はい。

議長 　はい。權田委員

９番權田委員 　９番權田です。鶏舎についてはどれぐらいの規模や構造のものなのでしょうか。

議長 　担当委員お願いします。

推進委員櫻井委員 　はい。推進委員櫻井が回答します。大きさは約５ｍ×１２ｍが１棟と約６ｍ×１３ｍが１棟で

トタン屋根で周囲は金網で囲ってあります。基礎は沓石のみで、中は土間のようになっているん

だと思われます。以上です。

９番權田委員 　ありがとうございました。

議長 　ほかにありますか。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号申請番号５７番について、承認に

賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので竹沢地区再設定の申請番号５７番については可決、承認されました。ありが

とうございました。
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議長 　つづきまして、八和田地区の再設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委員

の案件を審議いたします。はじめに、申請番号５８番～６０番、６３番、８１番、８３番、９１

番、１０８番～１１５番の１５件について審議します。関係委員である田下委員の退出を求めま

す。

（田下委員、退出）

議長 　それでは、田下委員の関係案件、申請番号５８番～６０番、６３番、８１番、８３番、９１

番、１０８番～１１５番の１５件について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号５８番からの田下委員の関連案件１５件の再設定について、説明いたします。

（５８番からの田下委員の関連案件１５件について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、田下委員の関連案件１５件についての説明と

させていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員大塚委員 　推進委員大塚が報告いたします。６月１９日農業委員２名、推進委員１名、計３名で調査いた

しました。

　５８番はビニールハウス内で葉物野菜等を作付けしておりました。

　５９番はピーマン、ナス、かぼちゃを作付けしておりました。

　６０番は苗床用のビニールハウスがありました。

　６３番はじゃがいもを作付けしておりました。以上です。

推進委員遠藤委員 　推進委員遠藤です。８１番から報告します。

　８１番は水稲を作付けしておりました。

　８３番はきゅうり、いんげんを作付けしておりました。

　９１番は里芋を作付けしておりました。以上です。

１２番大澤委員 　１２番大澤です。１０８番から報告します。

　１０８番は大麦刈り取り後でございました。

　１０９番はじゃがいもを作付けしておりました。

　１１０番から１１４番は大麦刈り取り後でございました。

　１１５番はキャベツ、ブロッコリーを作付けしておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号５８番～６０番、６３番、８１番、

８３番、９１番、１０８番～１１５番の１５件について、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号５８番～６０番、６３番、８１番、８３番、９１番、１０８番～１

１５番の１５件については可決、承認されました。田下委員の着席を命じます。

（田下委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号７５番について審議します。関係委員である田中委員の退出を求めま

す。

（田中委員、退出）

議長 　それでは、田中委員の関係案件、申請番号７５番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号７５番の再設定について、説明いたします。

（７５番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、申請番号７５番についての説明とさせていた

だきます。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員大塚委員 　推進委員大塚です。

　７５番は水稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号７５番について、承認に賛成の方の

挙手を求めます。

（挙手なし）

議長 　全員賛成ですので申請番号７５番については可決、承認されました。田中委員の着席を命じま

す。
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（田中委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号１０４番～１０６番の３件について審議します。関係委員である大澤

委員の退出を求めます。

（大澤委員、退出）

議長 　それでは、大澤委員の関係案件、申請番号１０４番～１０６番について、事務局より説明をお

願いします。

事務局 　申請番号１０４番～１０６番の再設定について、説明いたします。

（１０４番～１０６番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、申請番号１０４番～１０６番についての説明

とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

４番田下委員 　４番田下が報告します。

　１０４番から１０６番は水稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１０４番～１０６番について、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１０４番～１０６番については可決、承認されました。大澤委員の

着席を命じます。

（大澤委員、着席）

議長 　つづきまして、八和田地区再設定、委員関係案件１９件を除く、５８番から１１５番につきま

して一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　委員関係案件１９件を除く、５８番から１１５番の再設定について、説明いたします。

（委員関係案件１９件を除く、５８番から１１５番について、議案書（申請番号、受人、渡人）

を朗読）
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　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、委員関係案件１９件を除く、５８番から１１

５番についての説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員大塚委員 　推進委員大塚が８０番までの報告をいたします。

　６１番は堆肥場が作付けされておりました。

　６２番はナス、キュウリ、しそなどが作付けされておりました。

　６４番から６６番は稲が作付けされておりました。

　６７番はじゃがいもが作付けされておりました。

　６８番はナス、キュウリ、とうもろこしなどが作付けされておりました。

　６９番は稲が作付けされておりました。

　７０番は稲、キュウリ、ナス、ねぎなどが作付けされておりました。

　７１番はカモミールが栽培されておりました。

　７２番は農機具置場としてビニールハウスが建っています。

　７３番７４番は稲が作付けされておりました。

　７６番は栗、さつまいも、すいかなどが作付けされておりました。

　７７番はとうもろこし、かぼちゃ、さつまいも、みょうが、里芋などが作付けされておりまし

た。

　７８番はビニールハウスがありました。

　７９番は一部ブルーベリーが作付けされており、他は保全管理されていました。

　８０番は稲が作付けされておりました。以上です。

推進委員遠藤委員 　推進委員遠藤が８２番から９０番までの報告をいたします。

　８２番は水稲が作付けされておりました。

　８４番は水稲が作付けされておりました。

　８５番は水稲が作付けされておりました。

　８６番は大根収穫後でした。

　８７番は水稲が作付け前でした。

　８８番は耕耘、保全管理されておりました。

　８９番は保全管理されておりました。

　９０番は保全管理されておりました。以上です。

推進委員高橋委員 　推進委員高橋が９２番から９７番までの報告をいたします。

　９２番は麦刈り後の状態です。

　９３番は水稲が作付けされておりました。

　９４番は水稲が作付けされておりました。

　９５番はねぎが作付けされておりました。

　９６番は麦刈り後の状態でした。が作付けされておりました。

　９７番は水稲が作付けされておりました。以上です。

１２番大澤委員 　１２番大澤が９８番からの報告をいたします。

　９８番は小麦の刈り取りあと、また水稲が作付けされておりました。

　９９番１００番はワイン用ぶどうが作付けされておりました。

１２番大澤委員 　１０１番はワイン用ぶどうが作付けされておりました。

　１０２番はワイン用ぶどうが作付けされておりました。
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　１０３番は水稲が作付けされておりました。

　１０７番はかぼちゃが作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号、委員関係案件１９件を除く、５

８番から１１５番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、委員関係案件１９件を除く５８番から１１５番についてはすべて可決、承

認されました。これにより、八和田地区の再設定はすべて可決承認されました。ありがとうござ

いました。

　つづきまして、小川地区の新規の案件を審議いたします。小川地区新規設定につきましては１

件で関係委員はおりません。申請番号１１６番～１１８番について事務局より説明をお願いいた

します。

事務局 　申請番号１１６番～１１８番の新規設定について、説明いたします。

（申請番号１１６番～１１８番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、申請番号１１６番～１１８番についての説明と

させていただきます。

議長 　それでは、申請番号１１６番～１１８番について、調査担当区の小川地区委員より現地調査報

告をお願いします。

１０番安藤委員 　１０番安藤が報告いたします。再設定と同じく２０日に現地調査を行いました。

　１１６番はねぎ、ブロッコリーが作付けされておりました。

　１１７番は梅が作付けされておりました。以上です。

６番田端委員 　６番田端が報告します。

　１１８番は水稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。
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（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号申請番号１１６番～１１８番につ

いて、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので小川地区新規の申請番号１１６番～１１８番については可決、承認されまし

た。ありがとうございました。

　つづきまして、大河地区の新規設定について審議します。関係委員がおりますので先に関係委

員の案件を審議いたします。はじめに、申請番号１１９番、１２２番の２件について審議しま

す。関係委員である横田委員の退出を求めます。

（横田委員、退出）

議長 　それでは、横田委員の関係案件、申請番号１１９番、１２２番について、事務局より説明をお

願いします。

事務局 　申請番号１１９番、１２２番の新規設定について、説明いたします。

（申請番号１１９番、１２２番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、申請番号１１９番、１２２番についての説明と

させていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員澤田委員 　推進委員澤田が報告します。

　１１９番は耕作準備中でした。

　１２２番はあんず、ブルーベリー、柿、ヤマモモが作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１１９番、１２２番について、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１１９番、１２２番については可決、承認されました。横田委員の

着席を命じます。
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（横田委員、着席）

議長 　つづきまして、大河地区新規設定、委員関係案件２件を除く、１１９番から１２４番につきま

して一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　委員関係案件２件を除く、１１９番から１２４番の新規設定について、説明いたします。

（委員関係案件２件を除く、１１９番から１２４番について、議案書（申請番号、受人、渡人）

を朗読）

　最後に調査区は、大河地区になります。以上、委員関係案件２件を除く、１１９番から１２４

番についての説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員澤田委員 　推進委員澤田が報告します。

　１２０番はえだまめ、ケイトウが作付けされておりました。

　１２１番はとうもろこし、いんげん、玉ねぎが作付けされておりました。

　１２３番はさつまいもが作付けされておりました。

　１２４番はとうもろこしが作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号、委員関係案件２件を除く、１１

９番から１２４番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、委員関係案件２件を除く１１９番から１２４番についてはすべて可決、承

認されました。これにより、大河地区の新規設定はすべて可決承認されました。ありがとうござ

いました。

議長 　つづきまして、竹沢地区新規設定、１２５番から１３４番につきまして、関係委員はおりませ

んので一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　１２５番から１３４番の新規設定について、説明いたします。

（１２５番から１３４番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、竹沢地区になります。以上、１２５番から１３４番についての説明とさせて

いただきます。

議長 　それでは、調査担当区の竹沢地区委員より現地調査報告をお願いします。
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推進委員櫻井委員 　推進委員櫻井が１２５番から１３３番について報告します。現地調査は再設定と同じです。

　１２５番から１３３番はいづれも休耕田です。受人に確認をとったところ、養鶏のため、簡易

的な鶏舎を計画していると伺いました。近隣地域のみなさまに養鶏の計画等説明をし、しっかり

了解を得ているということです。若い方が営農に取り組むことを地域住民は応援しているとのこ

とです。以上です。

推進委員吉岡委員 　推進委員吉岡が報告いたします。

　１３４番は里芋が作付けされておりました。

　１３５番はかぼちゃ、さつまいもが作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

２番根岸委員 　はい。

議長 　はい。根岸委員。

２番根岸委員 　２番根岸です。受人が借りる面積がかなり広く、養鶏だけのようには思えないのですが。その

辺の確認をお願いします。

議長 　担当委員いかがですか。

推進委員櫻井委員 　推進委員櫻井です。本人から聞き取りをしましたが、最終形態として、現在は４００羽の養鶏

のみで考えているとのことです。

２番根岸委員 　ありがとうございました。

議長 　ほかにありますか。

１０番安藤委員 　はい。

議長 　はい。安藤委員。

１０番安藤委員 　１０番安藤です。これだけの筆数になると中間管理等も検討したほうがいいのではと思うので

すが、そういった検討はされたんでしょうか。

事務局 　今回は中間管理という話は出ず、地元で利用権という話で進んでいました。今後検討していけ

たらと思います。

１０番安藤委員 　わかりました。ありがとうございます。

議長 　ほかにありますか。

（質疑なし）
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議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号、１２５番から１３４番につきま

して、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、竹沢地区の新規設定、１２５番から１３４番についてはすべて可決、承認

されました。ありがとうございました。

　つづきまして、八和田地区の新規設定について審議します。関係委員がおりますので先に関係

委員の案件を審議いたします。はじめに、申請番号１５３番ついて審議します。関係委員である

田下委員の退出を求めます。

（田下委員、退出）

議長 　それでは、田下委員の関係案件、申請番号１５３番について、事務局より説明をお願いしま

す。

事務局 　１５３番の新規設定について、説明いたします。

（１５３番について、議案書（申請番号、受人、渡人）を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、１５３番についての説明とさせていただきま

す。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

１２番大澤委員 　１２番大澤が報告いたします。現地調査日は再設定と同じです。

　１５３番はレタスが作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１５３番について、承認に賛成の方

の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１５３番については可決、承認されました。田下委員の着席を命じ

ます。
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（田下委員、着席）

議長 　つづきまして、八和田地区新規設定、委員関係案件１件を除く、１３５番から１５４番につき

まして一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　委員関係案件１件を除く、１３５番から１５４番の新規設定について、説明いたします。

（委員関係案件１件を除く、１３５番から１５４番について、議案書（申請番号、受人、渡人）

を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、委員関係案件１件を除く、１３５番から１５

４番についての説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員大塚委員 　推進委員大塚が１４０番まで報告いたします。

　１３５番はぶどう作付け途中の状態です。

　１３６番はとうもろこし、おくら、キクイモ、ナス、ピーマンなどが作付けされておりまし

た。

　１３７番はじゃがいもが作付けされておりました。

　１３８番から１４０番は稲が作付けされておりました。以上です。

推進委員遠藤委員 　推進委員遠藤が１４０番から１４６番まで報告いたします。

　１４１番は里芋、大豆が作付けされておりました。

　１４２番はねぎ、きゅうりが作付けされておりました。

　１４３番はかぼちゃ、落花生、大豆が作付けされておりました。

　１４４番はねぎが作付けされておりました。

　１４５番は保全管理されていました。以上です。

推進委員高橋委員 　推進委員高橋が１４７番について報告いたします。

　１４７番は小松菜が作付けされておりました。以上です。

１２番大澤委員 　１２番大澤が１４８番から１５２番について報告いたします。

　１４８番はワイン用ぶどうが作付けされておりました。

　１４９番は水稲が作付けされておりました。

　１５０番から１５２番はワイン用ぶどうが作付けされておりました。以上です。

推進委員大塚委員 　推進委員大塚が１５４番について報告いたします。

　１５４番は稲が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。
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（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第２号、委員関係案件１件を除く、１３

５番から１５４番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、委員関係案件１件を除く１３５番から１５４番についてはすべて可決、承

認されました。これにより、八和田地区の新規設定はすべて可決承認されました。ありがとうご

ざいました。

　以上で、今回申請のあった再設定、新規申請についてはすべて承認されました。ありがとうご

ざいました。

　日程４、議案第３号「令和２年度農繁期標準労働賃金について」、を上程いたします。事務局

より説明をお願いします。

事務局 つづきまして、議案第３号「令和２年度農繁期標準労働賃金について」、令和２年度農繁期標

準労働賃金について、意見の決定を諮る、とのことです。

　これは、農繁期における各農家の農作業賃金を決める際の参考として　ご利用いただくため

に、あくまでも標準額として、農業委員会が情報提供するものです。

農業委員会法第６条第２項第２条②には「農業一般に関する調査及び情報の提供に関する実務

を.行うことができる」とあり、標準労働賃金の公表につきましてはこの一環にあたります。毎

年、農業会議というところから、「農作業料金・農業労賃に関する調査」がくるのですが、その

際の調査の方法として「農業委員会総会で諮り、農業委員の意見聴取、検討の上とりまとめ」と

ありますので、今回の総会でお諮りいただく次第です。

　なお、こちらの情報は小川町広報おがわとホームページに掲載する予定です。

例年４月に審議していただいておりましたが、事務局側からの提案が遅れてしまったことをお

詫び申し上げます。

　それでは、議案書をご覧ください。

議案第３号 令和２年度農繁期標準労働賃金について、ということで、下の表にありますとお

り、各作業につきまして１０アール当たりの単価を定めていただきます。

１枚めくっていただき、【参考資料１】をご覧ください。こちらは過去２年の労働賃金が記載

されております。表の左から「平成３０年度」「平成３１年度」の労働賃金、そして令和２年度

の賃金案、資料提供受託者の平均額、受託者１～５のそれぞれの金額となっております。

資料提供の受託者については、小川町内で広く耕作してくださっている認定農業者２名、組合

組織３団体となっております。

受託者５名の金額については、平成３１年度とすべて同額の回答となりました。そのため、本

年度の提案については、すべて平成３１年度と同じ金額で策定いたしました。なお、過去２年に

つきましても同額の回答でしたので、今回の案と同じ金額になっております。

　それでは、令和２年度の案を読み上げます。

（令和２年度読み上げ）

最後に次ページには、【参考資料２】として、小川町と嵐山町における平成３１年度の標準労

働賃金の表を掲載されています。類似団体との比較ということで、嵐山の回答も掲載していま

す。なお、嵐山の耕起は「水田耕起」とのことです。嵐山町は１社のみの調査です。

　以上、議案第２号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
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議長 　只今事務局より説明のありました「令和２年度農繁期標準労働賃金について」、まずはじめに

農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

推進委員櫻井委員 　はい。

　はい。櫻井委員。

　 　推進委員櫻井です。質問なのですが、これはあくまでも人件費だけのことなのでしょうか。そ

れとも機械料込みですか。

　事務局いかがですか。

　農作業の賃金になりますので機械、オペレーター料込みの賃金です。以上です。

　はい。

　はい。内野委員。

　１３番内野です。農業委員は貸し手側、受け手側、両方の立場で決めるべきだと思うので、今

年も去年並みでいいのではないかと思います。意見です。

　ありがとうございました。ほかにありますか。

　はい。

　はい。田下委員。

　４番田下です。機械料込みかどうかがわかりやすいように、タイトルを変えてはどうでしょう

か。今のタイトルだと労働賃金となってしまっているので受託料などわかりやすい名前に変えて

はいかがかと思います。以上です。

　今の田下委員の案についていかがですか。

２番根岸委員 　はい。

議長 　はい。根岸委員。

２番根岸委員 　２番根岸です。自分も内野委員と同じ意見で、双方の立場に立って考えるべきだとおもうの

で、現在の金額を妥当だと思います。以上です。

　ありがとうございました。ほかになにかありますか。
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（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、まずは金額について採決をとらせていただき、その後タイトル

の話に入りたいと思います。議案第３号「令和２年度農繁期標準労働賃金について」原案に賛成

の方の挙手を求めます。

（挙手多数）

議長 　賛成多数ですので「令和２年度農繁期標準労働賃金について」は

（令和２年度の標準労働賃金を読み上げる）

　以上のように可決、承認されました。ありがとうございました。

　先ほどのタイトルの件ですが、何かご意見ございますか。

　はい。

　はい。事務局。

　事務局から提案させていただきます。タイトルの表記を「農作業受託料金」とするのはいかが

でしょうか。

　「農作業受託料金」とするのはどうかと提案がありました。採決をとらせていただきたいと思

います。

議長 　「農繁期標準労働賃金について」のタイトル名について、「農作業受託料金」とすることに賛

成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので「農繁期標準労働賃金」は「農作業受託料金」と変更することに決定いたし

ました。ありがとうございました。

　つづきまして、日程５、報告第１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」

を上程いたします。今月は５件の届出がありました。申請番号１番から順に事務局より説明をお

願いします。

事務局 　はい。事務局より報告いたします。報告第１号農地法第５条第１項第７号の規定による届出に

ついて「申請人より農地法第５条第１項第７号の規定による届出があったので、報告する」との

ことであります。

　申請番号１番から順に報告いたします。

（申請番号１番から順に読み上げる）

　以上、報告いたします。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、日程６、報告第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書取り下げに

ついて」を上程いたします。事務局より説明をお願いします。
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事務局 命により報告第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書取り下げについて」、申請

人より農地法第５条第１項の規定による許可申請書の取り下げ申請があったので報告する、との

ことです。

　報告第2号（資料）を読み上げます。

（報告第２号読み上げ）

　補足説明させていただきます。

この案件は４月議案でみなさまに審議していただき、隣接農地耕作者の同意書が不備だったた

め「不許可相当」として県に進達したものです。

その後県から「計画しているパネル枚数が経済産業省の認定と違う」と指摘がありました。事

務局でも申請をお受けする前にパネル枚数について確認をしましたが、２０パーセント未満の差

であれば運用上問題なしと説明を受けましたので申請書をお受けした経緯があります。しかしな

がら振興センターの担当より、「運用上問題がないからといっても認定通知を変更しない理由に

はならない」として補正を求められておりました。申請人はこの度計画上のパネル枚数を変更す

ることにしましたが、振興センターは「事業計画の変更は補正ではないので、農業委員会から審

議しなおす必要がある」と判断し、この度申請人より取り下げの申請がなされました。

　事業計画変更後の申請につきましてはまた近日提出されるとのことです。

　以上、説明とさせていただきます。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、「その他」について入ります。その他として議題として取り上げることはない

でしょうか。

事務局 　はい。

議長 　はい。事務局。

事務局 　報告の追加になるのですが、本日皆様の手元に「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価」と「令和２年度の目標及びその達成に向け活動計画」を配らせていただきまし

た。昨年度、報告でいいのではないか、ということでお話いただきましたので、事務局のほうで

取りまとめさせていただきました。２年度の目標計画設定については昨年度並みということで事

務局のほうで調整させていただきましたので、各自目を通しておいていただければと思います。

よろしくおねがいします。

議長 　ありがとうございました。ほかにございますか。

（挙手なし）

議長 　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和２年

度６月第１６回小川町農業委員会総会を閉会いたします。閉会時間は午後５時２０分です。
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